
〔研
究
ノ
ー
ト
〕

「士
農
工
商
」
論
ノ
ー
ト

一

江
戸
時
代
の
身
分
制
を

「士
農
工
商
」
と
い
う
四
身
分
と
し
て
理

解
す
る
考
え
方
は
依
然
と
し
て
少
な
く
な
い
。
『国
史
大
辞
典
』
（第

七
巻
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
六
年
）
の

「士
農
工
商
」
の
項
目

（朝

尾
直
弘
稿
）
は

「江
戸
時
代
、
社
会
を
構
成
し
た
主
要
な
身
分
で
あ

る
武
士

・
農
民

。
職
人

・
商
人
を
指
し
て
い
っ
た
言
葉
」
と
述
べ
て

い
る
し
、
学
校
の
教
科
書
や

一
般
の
常
識
も
こ
の
よ
う
な
理
解
で
あ

ろ
う
。
他
方
で
、
近
世
の
地
方
文
書
、
幕
府
や
藩
の
法
令
な
ど
で

は
、
「農
」
「農
民
」
「農
人
」
な
ど
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら

「百
姓
」

が
使
わ
れ
て
い
る
し
、
「諸
商
人
」
「諸
職
人
」
と
い
う
言
い
方
は
さ

れ
る
が
、　
一
部
の
職
人
を
除
き
、
身
分
を
示
す
呼
び
方
は

「町
人
」

大

島

真

理

夫

で
あ
る
こ
と
も
常
識
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

江
戸
時
代
の
基
本
的
な
身
分
は

「武
士

・
百
姓

・
町
人
」
と
い
う
三

身
分
と
し
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
「士
農

工
商
」
と

「武
士

・
百
姓

・
町
人
」
は
、

「農
」
を

「百
姓
」
、
「
工
商
」
を

「町
人
」
と
言

い
換
え
た
だ
け

で
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

よ
う
な
説
明
は
、
近
世
の
学
者
の
著
作
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
「百
姓
」
が
農
民
だ
け
で
は
な

く
、
実
に
多
様
な
職
業
の
人
々
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
近
年
、
網

野
善
彦
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
で
は
、

江
戸
時
代
の

「百
姓
」
「町
人
」
と
い
う
身
分
の
特
質
を
十
分
に
理

解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
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深
谷
克
己
は
近
著
に
お
い
て
、
近
世
の
百
姓
身
分
は
、
「古
代
百

姓
課
役
の
中
に
あ
っ
た
武
装
自
弁
の
兵
役
」
が
侍
身
分
の
専
門

へ
と

分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
百
姓
は
被
支
配
身
分
と
し
て
固
定
さ
れ
、

さ
ら
に
、
「在
所
」
と

「町
地
」
と
い
う
形
で
、
支
配
の
空
間
が
政

治
的
に
三
分
さ
れ
、
「
そ
の

『場
所
』
の
区
別
を
出
発
点
に
し
、
つ

い
で
そ
こ
に
特
有
の
役
賦
課
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
百
姓
と
町

人
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
順
序
」
を
論
じ
た
。
在
所
＝
村
方
の
住
民

が
百
姓
、
町
地
の
住
民
が
町
人
、
と
い
う
領
域
的
性
格
を
主
張
し
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
百
姓
身
分
を
根
本
的
に
規
定
し
て

い
る
の
は
役
負
担
で
は
な
く
年
貢
で
あ
る
こ
と
を
明
快
に
述
べ
起
。

峰
岸
賢
太
郎
も
、
戦
国
期
に
お
い
て
百
姓
と
し
て
年
貢
を
負
担
し
つ

つ
、
同
時
に
軍
役
も
負
担
す
る
過
渡
段
階
の
武
士
の
存
在
を
指
摘

し
、
深
谷
に
先
立

っ
て
、
武
士
と
百
姓

・
町
人
の
区
分
の
過
程
を
ほ

ぼ
同
様

に
論
じ
て
い
る
。
「役
に
よ
る
身
分
決
定
論
」
や

「地
縁

的

・
職
業
的
身
分
共
同
体
論
」
と
い
う
研
究
史
か
ら
は
、
独
立
し
た

立
場
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の

も
つ
雑
多
な
人
々
か
ら
な

っ
て
い
た
古
代
の

「
百

姓
」
か
ら
、
特

定
の
職
分
を
役
と
し
て
勤
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
諸
身
分
を

分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
残
余
と
し
て
成
立
し
た
の
が
、
近
世
の

百
姓
身
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
雑
多
な
職
業
が
含
ま
れ

て
い
る
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
過
程

で
、
武
士
を
は
じ
め
と
し
て
、
公
家
、
僧
侶
、
神
官
、　
一
部
の
職

人
、
え
た

。
非
人
な
ど
、
職
業
と
役
が

一
致
す
る
形
で
編
成
さ
れ
た

職
分
的
身
分
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
過
程
で
、
残
余
の
部

分
が
行
政
領
域
的
に
村
方
と
町
方
に
区
分
さ
れ
、
近
世
の
百
姓
と
町

人
と
い
う
領
域
的
身
分
が
成
立
す
る
。
百
姓
と
町
人
は
、
村
方
と
町

方
と
い
う
行
政
領
域
が
同
時
に
社
会
的
分
業
の
あ
り
方
を
反
映
し
て

い
る
限
り
で
、
農
業
と
商
工
業
の
分
化
に
対
応
し
て
い
る
が
、
第

一

義
的
に
は
領
域
に
よ
る
区
分
で
あ
り
、
農
業

・
商
工
業
と
い
う
職
業

を
直
ち
に
身
分
に
編
成
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

私
は
近
世
の
身
分
制
を
こ
の
よ
う
な
二
系
統
で
理
解
し
た
い
と
考
え

（６
）

て
い
る
。

江
戸
時
代
の
制
度
と
し
て
の
身
分
制
を
以
上
の
よ
う
に
把
握
で
き

る
と
す
る
と
、　
一
体

「
な
ぜ
」
、
ま
た

「
い
つ
頃
」
か
ら
、
「
士
農
工

商
」
の
四
民
が
江
戸
時
代
の
基
本
的
身
分
で
あ
る
と
い
う
理
解
＝
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
生
じ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
問
題
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究

の
た
め

の
、
き
わ
め
て
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。
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二

ま
ず
、
「士
農
工
商
」
論
が
広
ま
る
以
前
の
百
姓
論
と
し
て
、
『本

佐
録
』
を
取
り
上
げ
た
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は

「天
下
国
家
を
治
む
る
御
心
持
の
次
第
」
に
関
す
る
書
で
あ
り
、
安

定
し
た
国
家
統
治
を
行
う
た
め
の
要
諦
を
述
べ
る
こ
と
が
主
題
と

な
っ
て
い
る
。
本
多
佐
渡
守
正
信
の
著
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
確
証
さ

れ
て
は
い
な
い
。
本
書
の
百
姓
論
は
、
「百
姓
は
財
の
余
ら
ぬ
様
に

不
足
な
き
様
に
、
治
る
事
道
な
り
」
と
い
う
過
酷
な
百
姓
支
配
原
則

の
主
張
と
い
わ
れ
、
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は

特
定
の
江
戸
時
代
観
か
ら
の
強
引
な
解
釈
と
思
わ
れ
る
。
前
後
関
係

の
な
か
で
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
決
し
て
過
酷
な
支
配
を
説

い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
当
該
の
部
分
は
次
の

ご
と
く
で
あ
る
。

百
姓
は
天
下
の
根
本
也
、
是
を
治
る
に
法
有
、
先

一
人
々
々
の
田

地
の
境
目
を
能
立
て
、
扱

一
年
の
入
用
作
食
を
つ
も
ら
せ
、
其
餘

を
年
貢
に
収

へ
し
、
百
姓
は
財
の
餘
ら
ぬ
様
に
不
足
な
き
様
に
、

治
る
事
道
な
り
、
毎
年
立
毛

の
上
を
以
納
事
、
古

の
聖
人
の
法

也
、
如
斯
収
時
は
過
不
及
な
し
、
又
九
月
十
月
の
間
に
、
国
の
中

の
道
橋
を
造
営
し
て
、
往
還
の
煩
い
な
き
様
に
す
べ
し
、
入
用
は

公
儀
よ
り
扶
助
す
べ
し
、
此
外
に
少
も
民
を
つ
か
ふ
べ
か
ら
ず
、

又
田
地
に
な
き
米
を
と
り
、
横
役

に
懸
て
、
百
姓

つ
か
る
る
時

は
、
田
に
こ
え
を
す
る
力
な
く
、
田
畠
を
か
へ
す
事
も
半
作
成
に

依
て
、
物
成
あ
し
く
、
此
故
に
国
つ
か
れ
民
亡
び
、
天
下
国
家
の

費

一
倍
三
倍
に
あ
ら
ず
、
其
上
に
民
の
恨
天
に
通
じ
、
つ
み
天
子

一
人
の
身
に
せ
ま
る
…
…

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
百
姓
支
配
の
根
本
は
、
所
持
地
を
確

定
し
、
再
生
産
必
要
額
を
見
積
も
ら
せ
て
、
残
余
を
年
貢
と
し
て
収

納
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
第

一
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前

述
の

「百
姓
身
分
を
確
定
す
る
の
は
年
貢
で
あ
る
」
と
い
う
理
解
に

対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「百
姓
は
財
の
余

ら
ぬ
様
に
不
足
な
き
様
に
」
と
い
う
原
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し

ろ
統
治
者
に
対
し
て
百
姓
の
再
生
産
の
保
障
す
る
こ
と
を
義
務
と
し

て
課
す
文
脈
の
中
で
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
果
た
せ
な
い
場
合
に

は
統
治
者
は
支
配
の
正
当
性
を
失
う
、
と
い
う
政
権
崩
壊

へ
の
論
理

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
理
は
、

「年
貢
さ
へ
す
ま
し
候
得

ハ
、
百
姓
程
心
易
き
も
の
ハ
無
之
」
と
い

う

「慶
安
の
御
触
書
」
の
論
理
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
、
統
治
者
か
ら
の
百
姓
論
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
近
世
に

お
い
て
は
、
百
姓
は
年
貢
を
上
納
す
る
被
治
者
、
被
支
配
身
分
で
あ
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る
。
百
姓
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
場
合
、
社
会
の
対
等
な
構
成

員
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
統
治
者
対
被
治
者
と
い
う
文
脈
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
被
治
者
は
天
下
＝
社

会
全
体
の
問
題
に
は
責
任
を
負
わ
な
い
の
で
、
「年
貢
さ
え
済
ま
せ

ば
百
姓
ほ
ど
気
楽
な
も
の
は
な
い
」
と
い
う
論
理
、
反
対
に
統
治
者

は
安
定
し
た
社
会
を
維
持
す
る
責
任
が
あ
り
、
そ
れ
を
放
棄
し
た
場

合
に
は
天
か
ら
処
罰
を
受
け
る
と
い
う
責
任
論
理
も
含
ま
れ
て
い
た

（１０
）

こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
に
対
し
、
「士
農
工
商
」
論
は
、
そ
も
そ
も
は
社
会
を
構
成

す
る
不
可
欠
の
四
つ
の
職
業
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
原
理
的
に

は
、
職
種
は
異
な
る
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
社
会
に
貢
献
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
四
民
は
対
等
な
価
値
を
持

つ
こ
と
に
な

２つ
。こ

の
点
に
つ
い
て
、
深
谷
克
己
は
近
世
の
百
姓
の
、
社
会
の
中
で

誇
ら
か
な

「御
百
姓
と
い
う
存
在
」
の
意
識
を
論
じ
る
な
か
で
、

『農
業
全
書
』
や

『百
姓
伝
記
』
を
傍
証
と
し
て
引
用
す
る
が
、

「百
姓
」
と

『農
業
全
書
』
が
使
う

「農
人
」
、
『百
姓
伝
記
』
の

「土
民
」
と
い
う
用
語
の
異
同
に
は
注
意
を
払

っ
て
い
な
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
私
は
、
『農
業
全
書
』
冒
頭
の

「農
事
総
論
」

で
、
著
者
が

「百
姓
」
で
は
な
く

「農
人
」
、
「農
業
を

つ
と
む
る

人
」
と
い
う
言
葉
で
、
農
民
の
仕
事
の
高
い
社
会
的
意
義
を
述
べ
た

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
上
下
関
係
の
論
理
は
見
ら
れ
な

い
。
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
な
仕
事
と
し
て
、
さ
ら
に
他
よ
り

一
層

根
本
的
な
職
業
と
し
て
の
農
業

の
意
義
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、

「百
姓
」
で
は
な
く
、
「農
人
」
、
「農
業
を
勤
む
る
人
」
と
い
う
言

葉
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
、

『百
姓
伝
記
』
の
巻
二

「
五
常
之
巻
」
は
、
百
姓
＝

「土
民
」
が
勤

め
る
べ
き

「仁
義
礼
智
信
」
の
五
常
の
徳
目
を
、
「
天
子
」
「上
た
る

御
人
」
「武
士
」
な
ど
と
並
行
さ
せ
な
が
ら
論
じ
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
こ
か
ら
、
独
立
し
た

「農
人
」
と
し
て
の
誇
り
を
読
み
と
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、
被
治
者
と
し
て
の
地
位
を
前
提

と
し
て
、
そ
こ
で
守
る
べ
き
徳
目
を
統
治
者
側
の
徳
目
と
並
行
的
に

論
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
岡
光
夫
は
日
本
農
書
全
集
版

『百
姓
伝

記
』
の
解
題
に
お
い
て
、
古
島
敏
雄
の
研
究
を
発
展
さ
せ
、
『百
姓

伝
記
』
の
著
書
は
西
三
河
地
方
に
居
住
し
た

「武
士
な
い
し

一
、
二

代
前
ま
で
は
武
士
的
生
活
を
し
た
こ
と
の
あ
る
上
層
農
民
」
と
推
定

し
て
い
る
。
私
は
、
「百
姓
」
＝

「土
民
」
と
い
う
言
葉
と
、
「農

人
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
か
な
り
根
本
的
な
意
味
の
違
い
を
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「百
姓
」
と
い
う

言
葉
で
は
、
た
と
え

「御
百
姓
」
と
い
わ
れ
て
も
、
必
然
的
に
他
方
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の
極
に
お
け
る
統
治
者

（た
と
え

一
般
的
な

「天
子
」
と
し
て
も
）
の

存
在
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
に
対
し
、
「農
人
」
、
「農
業
を

勤
む
る
人
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
身
分
的

支
配
関
係
か
ら
離
れ
て
、
職
業
と
し
て
の
農
業
の
意
義
を
強
調
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

三

全
く
の
管
見
で
は
あ
る
が
、
近
世
の
著
作
の
中
で
明
確
に

「士
農

工
商
」
論
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
西
川
如
見
の

『町
人
嚢
』

（享
保
四
年
）、
『百
姓
嚢
』
（享
保

一
六
年
）
は
早
い
も
の
の
よ
う
に

思
え
る
。
如
見
は
、
「
五
等
の
人
倫
」
論
に
依
り
な
が
ら
、
近
世
社

会
論
を
展
開
す
る
。
「五
等
の
人
倫
」
と
は
、
天
子
、
諸
侯
、
卿
大

夫
、
士
、
庶
人
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
天
子
＝
禁
中

（天
皇
）、
諸
侯
＝
諸
大
名
、
卿
大
夫
＝
旗
本
の

う
ち
物
頭
の
地
位
に
あ
る
者
、
士
＝

一
般
の
旗
本
、
に
当
た
る
。
大

名

・
旗
本
の
家
臣
は
将
軍
か
ら
見
る
と
陪
臣
な
の
で
家
老
ク
ラ
ス
を

除
い
て
、
庶
人
と
す
る
。
こ
の
庶
人
に
、
四
民
＝
士
農
工
商
の
別
が

（‐６
）

あ

る
。扱

庶
人
に
四
つ
の
晟
あ
り
。
是
を
四し
財
と
利
せ
り
。
士し
鵬
墓
し配

こ
れ
な
り
。
士
は
右
に
い
へ
る
諸
国
又
内
の
諸
侍
な
り
。
農
は
耕

作
人
な
り
。
今
は
是
を
百

姓
と
号
す
。
工
は
諸

職

人
な
り
。
商

は
商

売
人
な
り
。
上
の
五
等
と
此
四
民
は
、
天
理
自
然
の
人
倫

に
て
、
と
り
わ
き
此
四
民
な
き
と
き
は
、
五
等
の
人
倫
も
立
つ
こ

と
な
し
。
此
故
に
、
世
界
万
国
と
も
に
此
四
民
あ
ら
ず
と
い
ふ
所

な
し
。
此
四
民
の
外
の
人
倫
を
ば
遊
民
と
い
ひ
て
、
国
上
の
た
め

に
用
な
き
人
間
な
り
と
知
べ
し
。
此
四
民
の
う
ち
工
と
商
を
も
つ

て
町
人
と
号
せ
り
。
い
に
し
へ
は
百
姓
よ
り
町
人
は
下
座
な
り
と

い
へ
ど
も
、
い
つ
比
よ
り
か
天
下
金
銀
づ
か
ひ
と
な
り
て
、
天
下

の
金
銀
財
宝
み
な
町
人
の
方
に
主
ど
れ
る
事
に
て
、
貴
人
の
御
前

へ
も
召
出
さ
る
ゝ
事
も
あ
れ
ば
、
い
つ
と
な
く
其
品
百
姓
の
上
に

あ
る
に
に
た
り
。

こ
こ
に
は
い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
論
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
「士
農

工
商
」
は
世
界
万
国
に
共
通
し
て
、
社
会
の
存
立
に
不
可
欠
の
仕
事

で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
如
見
は

「士
農
工
商
」
を
、
あ
く
ま

で
身
分
区
別
で
は
な
く
、
職
業
の
区
別
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
現
在

で
は

「農
」
を

「百
姓
」
、
「
工
商
」
を

「町
人
」
と
呼

ぶ
、
と
い
う
。
如
見
の
場
合
、
「百
姓
」
は
農
、
「町
人
」
は
工
商
、

を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
り
、
被
治
者
、
年
貢
を
負
担
す
る
者
と
い

う
意
味
で
の
、
百
姓
、
町
人
、
と
い
う
言
い
方
で
は
な
い
こ
と
に
注

意
し
た
い
。
職
分
と
し
て
の

「士
農
工
商
」
の
論
理
が
先
な
の
で
あ
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る
。
と
同
時
に
、
か
つ
て
は
百
姓

（農
）
は
町
人

（工
商
）
よ
り
上

で
あ

っ
た
が
、
現
在
で
は
事
実
上
逆
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
身
分
論

と
し
て
の
議
論
も
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

如
見
は
、
上
記
に
続
い
て
、
水
が
万
物
の
下
に
あ

っ
て
万
物
を
潤

す
よ
う
に
、
町
人
も
四
民
の
下
に
位
置
し
て
社
会
を
潤
す
と
い
う
役

割
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
そ
の
位
置
に
甘
ん
じ
て
他
を
羨
ま
ず
に
質

素
倹
約
を
守

っ
て
い
け
ば
、　
一
生
の
楽
し
み
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い

と
い
っ
て
、
町
人
生
活
の
謳
歌
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。

百
姓
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

一
、
百
姓
と
い
ふ
は
、
士
農
工
商
の
四
民
、
総
て
の
名
な
り
、
い

つ
の
頃
よ
り
に
や
、
商
工
を
都
て
町
人
と
い
ひ
、
農
人
を
百
姓

と
い
ふ
事
に
な
り
ぬ

（中
略
）、
世
界
万
国
、
い
づ
れ
も
此
四

民
に
産
業
あ
ら
ず
と
い
ふ
所
な
し
、
取
分
唐
土
本
朝
、
こ
の
四

民
を
貴
ぶ
事
、
聖
人
の
書

籍
、
又
は
神
道
の
書
紀
に
見
え
た

り
、
此
故
に
百
姓
の
二
字
を
、
お
ほ
ん
た
か
ら
と
よ
め
る
も
貴

べ
る
に
あ
ら
ず
や

一
、
四
民
は
天
尊
の
御
民
に
て
、
国
王
も
得
て
私
す
べ
か
ら
ず
、

人
倫
あ
り
て
お
の
お
の
所
作
を
営
に
、
先
農
業
な
り
、
人
は
食

な
け
れ
ば
命
な
し

（中
略
）、
し
か
る
に
末
代
の
人
、
百
姓
農

人
と
い
へ
ば
、
大
小
貧
富
の
差
別
な
く
、
こ
れ
を
下
品
と
し
て

賤
じ
め
、
町
人
の
富
る
も
の
を
、
富
貴
の
人
と
敬
ひ
重
ん
ず
、

是
を
い
か
に
と
い
ふ
に
、
末
代
世
の
中
金
銀
つ
か
ひ
と
成
て
此

来
、
天
下
の
金
銀
宝
貨
、
皆
商
人

主
ど
り
て
、
米
穀
諸
色
価

の
高
下
、
皆
商
人
の
定
る
事
と
な
り
、
世
界
の
金
銀
こ
と
ご
と

く
町
人
の
手
に
落
集
り
、
世
上
の
華
美
、
多
く
は
町
人
の
風
俗

よ
り
始
り
、
花
車
風
流
の
あ
そ
び
多
け
れ
ば
、
い
つ
と
な
く
百

姓
は
風
俗
い
や
し
く
見
え
て
、
人
に
侮
ら
れ
、
賤
し
め
ら
る
ゝ

世
と
な
れ
り
、
こ
の
賤
じ
め
ら
る
ゝ
風
俗
こ
そ
、
百
姓
長
久
の

本
な
る
を
幸
と
お
も
ひ
、
い
よ
い
よ
我
慢
奢
修
の
ふ
る
ま
ひ
な

く
、
四
民
の
下
座
に
謙
り
て
、
公
の
掟
を
恐
れ
謹
み
、
子
孫
の

騎
を
い
ま
し
め
、
農
業
怠
り
な
く
正
直
を
ま
も
り
、
家
内
の
人

を
血
み
恵
み
、
郷
党
の
交
り
信
実
を
本
と
し
、
誠
の
道
に
か
な

ひ
な
ば
、
祈
ら
ず
と
い
ふ
と
も
、
農
祖
神
の
御
守
り
、
豊
む
な

し
か
ら
ん
や

ま
ず
、
以
前
に
は
、
百
姓
は
士
農
工
商
の
四
民
す
べ
て
を
指
し
て

い
た
が
、
あ
る
時
期
よ
り
、
農
人
を
百
姓
、
工
商
を
町
人
と
い
う
よ

う
に
な
っ
た
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
。
近
世
の
学
者
に
と
っ
て

も
、
百
姓

・
町
人
と
い
う
区
分
と
、
士
農
工
商
と
い
う
区
分
の
関
係

が
明
確
に
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

し
て
、
百
姓
は
農
人
を
言
い
換
え
た
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
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『町
人
嚢
』
と
同
様
に
、
職
分
と
し
て
の

「士
農
工
商
」
の
論
理
が

基
本
で
あ
る
。
後
半
は
、
商
工
業
が
進
み
、
都
市
の
風
俗
が
広
ま
る

に
つ
れ
て
、
農
人
、
農
業
を
蔑
視
す
る
考
え
方
が
強
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
に
関
す
る
如
見
の
説
明
を
や
や
長
く
引
用
し
た
。
如
見
は
こ

う
し
た
世
間
の
考
え
方
に
対
し
て
、
農
人
の
仕
事
の
重
要
性
を
説

き
、
社
会
的
地
位
は
低
く
と
も
、
そ
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
誠
実
に
暮

ら
し
、
「身
の
程
を
楽
」
し
め
と
勧
め
る
の
で
あ
る
。

如
見
の
両
著
は
、
町
人

（主
と
し
て
商
）、
百
姓

（農
）
の
処
世
訓

で
は
あ
る
が
、
武
士
に
支
配
さ
れ
る
百
姓

・
町
人
で
は
な
く
、
社
会

に
と

っ
て
不
可
欠
な
職
務
を
遂
行
す
る
存
在
、
言
い
換
え
れ
ば

「平

民
」
と
し
て
の
農
人
、
商
人

・
職
人
の
存
在
を
謳
い
上
げ
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
自
信
に
満
ち
た
農
民
像
、
商
人
像
が
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
農
人
に
つ
い
て
、
「農
に
大
小
の
品
か

は
り
あ
り
、
い
づ
れ
も
お
の
お
の
身
の
分
際
を
弁

へ
知
て
、
少
も
騎

慢
の
振
舞
な
く
、
謙
下
質
素
を
本
と
し
て
、
解
る
事
な
き
と
き
は
、

衣
食
豊
饒
に
し
て
、
身
は
下
位
に
在
て
も
、
そ
の
意
は
上
位
に
等
し

く
、
誠
実
正
直
を
守
り
な
ば
、
小
農
も
大
農
に
至
り
な
ん
事
、
う
た

が
ひ
な
か
る
べ
し
」
と
い
う
楽
観
性
が
顕
著
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の

庶
民
た
ち
が
、
こ
う
し
た
主
張
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
強
い
共
感
を

持

っ
て
読
ん
だ
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
る
。
何
回
も
版
を
重
ね
、

幕
末
に
至
る
ま
で
、
大
変
広
く
読
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
で
使
わ
れ
た
論
理
が

「士
農
工
商
」
論
で
あ
っ
た
こ
と

に
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
「士
農
工
商
」

論
の
基
礎
と
な
る
儒
学
の
普
及
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
方
で
、

如
見
が
活
躍
し
た
元
禄
・享
保
期
に
は
、
「元
和
堰
武
」
後

一
〇
〇
年

の
平
和
の
も
と
で
、
中
世
の
よ
う
な
権
門

へ
の
依
存
な
し
に
、
ま
た

近
世
後
期
の
よ
う
な
藩
の
専
売
制
か
ら
の
統
制
も
な
く
、
城
下
町
お

よ
び
全
国
に
お
け
る
市
場
経
済
を
前
提
と
し
た
自
立
的
な
農
工
商
の

産
業
発
展
が
あ
り
、
そ
の
生
産
者
た
ち
、
商
人
た
ち
が
如
見
な
ど
の

著
作
を
受
け
入
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
職
分
的

「士
農
工

商
」
論
は
、
発
展
期
の
小
営
業
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
如
見
に
お
い
て
も
身
分
論
と
し

て
の

「士
農
工
商
」
論
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
四
民
の
区
別
の
日
中
比
較
論
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

唐
土
は
四
民
の
差
別
、
本
朝
の
ご
と
く
定
り
た
る
家
業
高
下
の
次

第
な
く
、
士
に
し
て
農
商
を
営
む
あ
り
、
農
に
し
て
工
商
な
る
者

あ
り
、
又
都
て
四
民
と
も
学
文
し
て
其
才
智
の
厚
薄
次
第
を
、
禁

中
に
て
試
み
ら
れ
、
学
才
器
量
の
大
小
高
下
に
し
た
が
ひ
、
官
位

に
進
み
挙
ら
る
、
こ
れ
及
第
と
い
ふ
、
此
故
に
庶
民
下
輩
と
い
へ
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ど
も
、
学
文
を
は
げ
み
て
、
高
官
に
至
り
、
天
子
の
大
臣
と
な
り

て
、
天
下
の
政
道
を
も
主
ど
れ
る
作
法
な
り
、
本
朝
は
こ
れ
に
同

じ
か
ら
ず
、
い
か
に
学
才
智
徳
の
人
、
下
に
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

官
位
に
昇
り
、
天
下
の
政
事
を
主
ど
る
事
、
古
今
例
な
し
、
偶
農

商
の
家
よ
り
、
学
才
の
人
出
来
る
と
い
へ
ど
も
、
皆
諸
国
大
名

の
、
儒
者
医
師
と
成
て
仕
ふ
る
ま
で
に
て
、
国
政
に
あ
づ
か
る
こ

と
を
得
ず
、
是
本
朝
唐
土
学
者
の
不
同
な
り

科
挙
制
度
に
も
と
づ
く
中
国
の
国
家
体
制
と
日
本
の
制
度
の
違
い

が
的
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
記
の
文
章
か
ら
も
、
如

見
に
厳
密
な
身
分
制
と
し
て
の

「士
農
工
商
」
と
い
う
理
解
が
あ
っ

た
と
は
言
い
に
く
い
。
如
見
は
、
「近
代
は
百
姓
・職
人
い
づ
れ
も
商

売
を
な
せ
り
。
武
士
に
も
お
よ
そ
商
売
に
似
た
る
類
の
こ
と
な
ど
も

又

有
に
こ
そ
。
夫
商
の
み
ち
と
は
金
銀
を
も
つ
て
物
を
買
と
り
、

利
倍
を
か
け
て
う
れ
る
事
を
の
み
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
商
の
字
の
心
は

商

量
と
い
ひ
て
、
物
の
多
少
好
悪
を

つ
も
り
は
か
り
て
、
用
を
な

し
利
徳
を
得
る
は
、
み
な
是
商
の
類
な
り
」
と
考
え
て
お
り
、
基
本

的
に
は
、
身
分
論
で
は
な
く
職
分
論
と
し
て

「士
農
工
商
」
を
把
握

し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

四

統
治
者
の
側
の
論
理
と
し
て
の

「武
士

。
百
姓

・
町
人
」
論
、
こ

れ
に
対
し
て
、
農
民
や
商
人
が
自
ら
の
存
在
意
義
を
主
張
す
る
職
分

的

「士
農
工
商
」
論
の
そ
の
後
の
展
開
を
展
望
し
て
お
き
た
い
。

「武
士

・
百
姓
・
町
人
」
論
に
お
け
る
支
配
の
正
統
性
の
原
点
は
、

武
士
に
よ
る
武
力
の
独
占
、
平
和
の
達
成
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。

武
士
の
支
配
が
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た

『本
佐
録
』
の
段
階
で
は
、

そ
の
点
に
触
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
「百
姓
」
。
「
町

人
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
支
配
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
の
言
葉
で
は
支
配
の
根
拠
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
統
治
者
は

「天
道
」
を
体
現
す
れ
ば
よ

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「農
工
商
」
の
庶
民
が
自
立
的
な
存

在
意
義
を
主
張
し
始
め
、
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
な
社
会
矛
盾
が
顕

在
化
し
始
め
る
と
、
正
統
性
の
議
論
を
始
め
ざ
る
を
得
な
い
。
近
世

後
期
の
地
方
書
の
代
表
作
と
い
わ
れ
る

『地
方
凡
例
録
』
（寛
政
六

年
、
大
石
久
敬
著
）
冒
頭
の

「地
方
総
論
」
に
お
け
る
論
理
を
検
討

（２３
）

し
て
お
き
た
い
。

我
国
の
中
古
君
臣
の
階
定
ま
り
し
よ
り
、
文
武
両
道
に
分
れ
、
文

官

ハ
内
を
治
め
、
武
官

ハ
外
を
制
し
、
文
を
以
て
懐
け
、
武
を
以
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て
威
し
、
万
民
を
治
む
、
其
始
め
四
姓
よ
り
出
て
公
家
二
十
姓
、

武
家
八
十
姓
と
分
下
し
四
民
と
も
に
都
て
百
姓
た
り
、
上
古

ハ
兵

農
分
れ
ず
、
士
も
東
耕
西
収
の
務
を
励
ミ
、
公
納
家
用
の
有
余
を

以
て
飢
饉
の
備

へ
兵
乱
の
用
に
充
つ
、
中
古
兵
農
分
れ
て
よ
り
士

ハ
国
政
に
与
り
乱
を
鎮
め
下
を
平
治
し
、
民
を
し
て
安
全
な
ら
し

む
、
其
功
三
民
に
冠
た
り
、
故
に
今

ハ
耕
農
を
業
と
す
る
者
の
ミ

を
百
姓
と
唱

へ
、
其
外
工
商
の
階
あ
り
て
各
自
の
業
を
営
む
と
い

へ
ど
も
、
何
れ
も
衣
食
住
の
三
を
離
る
ゝ
こ
と
な
く
、
若
し
此

一

を
欠
く
と
き
は
、
忽
ち
万
民
凍
飯
し
て

一
日
片
時
も
生
活
す
る
こ

と
能
わ
ず
、
其
中
に
も
食
を
以
て
最
第

一
の
物
と
し
、
其
五
穀
の

本
は
百
姓
に
あ
り
て
、
農
を
務
め
外
三
民
を
養
ふ
…
…

（中
略
）

…
…
四
民
産
業
の
根
本
な
り
、
因
て
百
姓
は
万
古
不
易
に
し
て
、

百
姓
の
二
字
を
御
宝
と
訓
じ
天
下
の
根
元
な
り
、
然
れ
ど
も
士
は

上
に
居
て
三
民
を
司
り
国
事
を
務
む
、
士
な
く
ん
ば
下
治
る
こ
と

な
し
…
…

（以
下
、
略
）

す
な
わ
ち
、
中
世
に
お
い
て
兵
農
が
分
か
れ
、
武
士
が
統
治
権
を

掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
四
民
す
べ
て
が
百
姓
で

あ
っ
た
も
の
が
、
「士
」
は
他
の
三
民
よ
り
上
位
に
位
置
す
る
よ
う

に
な
り
、
現
在
で
は
農
民
だ
け
を
百
姓
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と

説
明
さ
れ
る
。
な
ぜ

「
工
商
」
が
百
姓
か
ら
分
か
れ
た
の
か
、
に
つ

い
て
の
言
及
は
な
い
。
次
に
、
農
を
勤
め
る
百
姓
は
、
他
の
三
民
を

養
う
の
で
、
四
民
の
産
業
の
根
本
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
し
か

し
、
直
ち
に
、
武
士
は
三
民
の
上
に
あ

っ
て
国
政
を
担
当
し
、
最
も

重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
統
治
者
の
立
場
か
ら
の

「武
士

。
百
姓

・
町
人
」
身
分

論
を
基
礎
と
し
て
、
そ
こ
に
生
産
者
の
立
場
か
ら
の
職
分
的

「士
農

工
商
」
論
を
取
り
込
ん
だ
、
折
衷
的
な
議
論
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
論
理
が
わ
か
り
に
く
く
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
武
士

が
兵
権
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「百
姓
」
（＝
士
農
工
商
）
か

ら
分
離
し
た
こ
と
、
そ
し
て
支
配
者
の
位
置
に
つ
い
た
こ
と
は
説
明

す
る
が
、
こ
れ
は

「武
士

・
百
姓
」
論
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

『本
佐

録
』
の
よ
う
に

「百
姓
は
年
貢
を
納
め
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
議

論
が
展
開
す
れ
ば
筋
が
通
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
現
在

で
は

「農
」
だ
け
が
百
姓
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
説
明
が
来
る
。
論
理
的
に

は
、
「百
姓
し
か
ら

「士
」
が
分
離
さ
れ
た
後
は
、
農
工
商
の
三
民

が
百
姓
に
残

っ
て
い
る
は
ず
で
、
論
理
の
飛
躍
と
な
っ
て
い
る
。
次

に
、
「農
」
が
産
業
の
根
本
で
あ
る
と
い
う
、
職
業
と
し
て
の
農
業

の
重
要
性
を
論
じ
る
。
当
然
、
武
士
が
身
分
的
に
上
位
に
位
置
す
る

こ
と
を
論
理
的
に
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
、
武
士
は
国

政
を
担
当
し

「士
な
く
ん
ば
下
治
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
、
機
能
論
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が
持
ち
込
ま
れ
る
。
「農
」
を
そ
の
機
能

に
よ
っ
て
全
産
業
の
根
本

で
あ
る
と
い
う
説
明
を
し
た
た
め
に
、
武
士
に
つ
い
て
も
機
能
論
を

展
開
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
職
分
と
し
て

の

「士
農
工
商
」
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
の
対
等
性
が
根
本
に
あ
る

だ
け
に
、
機
能
論
を
持
ち
込
ん
だ
分
だ
け
、
武
士
の
上
位
身
分
と
し

て
の
正
統
性
の
論
拠
が
弱
く
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
に
お
い
て
、
如
見
が
描
い
た
よ
う
な
、
対
等
な
職
分
と
し
て

の

「士
農
工
商
」
論
の
方
も
、
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
四
民
の
そ
れ
ぞ
れ
が
職
務
を
果
た
す
こ
と
に
よ

っ
て
、

社
会
全
体
と
し
て
繁
栄
を
謳
歌
で
き
る
よ
う
な
状
態
は
、
実
際
に
は

続
か
な
か
っ
た
。
例
え
ば
享
保
期
以
降
顕
著
に
な
っ
て
き
た
物
価
間

題
、
い
わ
ゆ
る

「米
価
安
の
諸
色
高
」
と
い
う
現
象
は
、
士
農
工
商

相
互
間
の
利
害
を
鋭
く
対
立
さ
せ
た
。
太
宰
春
台

『経
済
録
』
（享

保
十
四
年
）
巻
五
の
叙
述
を
紹
介
す
る
。

米
ノ
価
ノ
高
下

ハ
、
民
ノ
利
病
ノ
懸
ル
所
也
、
国
ヲ
治
ル
人
、
心

ヲ
尽
シ
テ
思
慮
セ
ズ
バ
有
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
凡
四
民
ノ
中

ニ
テ
、
農

人

ハ
穀
ヲ
作
出
ス
者
也
、
租
ヲ
納
テ
其
餘
ヲ
食
シ
、
又
其
餘
ヲ
売

テ
諸
色
ノ
用
ヲ
調
フ
、
士
人
ハ
君
ヨ
リ
田
禄
ヲ
賜
ハ
リ
、
此
禄
ヲ

以
テ
、
衣
食
ヨ
リ
以
下
諸
色
ノ
用
ヲ
足
ス
者
也
、
工
人

ハ
器
物
ヲ

作
り
、
四
体
ヲ
動
シ
テ
米
二
易
ル
者
也
、
商
頁

ハ
貨
物
ヲ
売
テ
米

ヲ
羅
フ
者
也
、
是
四
民
ノ
内

ニ
テ
、
士
卜
農
ト

ハ
米
ヲ
櫂
ル
者

也
、
工
商

ハ
米
ヲ
羅
フ
者
也
、
サ
ル
故
二
米
ノ
価
貴
ケ
ン
バ
、
士

卜
農
ト
ニ
利
ア
リ
、
エ
ト
商
ト
ニ
害
ア
リ
、
米
ノ
価
賤
ケ
レ
バ
、

エ
ト
商
ト
ニ
利
ア
リ
テ
、
士
卜
農
ト
ニ
害
ア
リ
…
…

（以
下
略
）

米
価
問
題
で
は
必
然
的
に
士
農
と
工
商
の
利
害
は

一
致
し
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
、
社
会
矛
盾
は
、
「武
士

。
百
姓

・
町

人
」
論
、

つ
ま
り
江
戸
時
代
の
制
度
的
な
身
分
論
で
は
把
握
で
き
な

い
。
「士
農
工
商
」
論
は
、
如
見
に
お
い
て
は
、
農
工
商
そ
れ
ぞ
れ

の
職
分
の
意
義
を
主
張
す
る
論
拠
と
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
が
、
他
方

で
、
農
業
と
商
工
業
間
の
利
害
対
立
と
い
う
よ
う
な
経
済
問
題
、
社

会
矛
盾
を
認
識
す
る
た
め
の
視
点
も
提
供
し
た
と
い
え
る
。
い
わ

ば
、
社
会
認
識
論
と
し
て
の

「士
農
工
商
」
論
で
あ
る
。

統
治
者
の
側
も
、
否
応
な
く
、
こ
の

「士
農
工
商
」
論
を
使

っ
て

問
題
を
考
え
ぎ
る
を
え
な
く
な

っ
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、
「士
農

工
商
」
を
身
分
と
し
て
把
握
し
、
同
時
に
、
社
会
批
判
の
道
具
と
し

て
使
う
論
調
が
現
れ
て
く
る
。
近
世
後
期
、
町
人
の
影
響
で
奢
修
が

広
ま
り
、
農
業
が
衰
退
す
る
傾
向
を
厳
し
く
批
判
し
た
藤
田
幽
谷

『勧
農
或
問
』
（寛
政

一
一
年
）
の

一
節
を
紹
介
し
た
い
。
幽
谷
は

「
四
弊
」
（煩
憂
、
横
叙
、
力
役
、
兼
併
）
を
改
め
れ
ば
、
農
業
は
利

を
生
む
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
し
て
、
次
の
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よ
う
に
論
じ
る
。

猶
又

一
法
を
設
け
て
農
を
利
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
を
貴

び
、
商
賣
を
ば
是
を
抑

へ
且
賤
し
む
べ
し
、
士
農
工
商
の
次
序
を

以
四
民
の
格
を
明
ら
か
に
し
、
且
其
種
類
を
定
め
、
百
姓
町
人
か

た
く
婚
姻
を
通
ず

べ
か
ら
ず
…
…

（中
略
）
…
…

（商
人
は
）
人

別
帳
に
も
御
百
姓
と
は
別
に
し
て
、
帳
の
末

へ
記
さ
せ
、
此
商
人

は
何
程
富
た
り
と
も
、
田
地
を
取
に
限
あ
り
て
、
百
姓

一
軒
前
の

半
分
と
か
、
三
分

一
。
四
分

一
な
ら
で
は
持
た
せ
る
こ
と
を
禁

じ
、
い
か
に
著
姓
旧
族
た
り
と
も
、
既
に
商
人
と
定
る
上
は
、
小

百
姓
の
下
座
と
定
め
て
是
を
辱
し
む
べ
し
…
…

（後
略
）

他

の
論
者

に
も
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
五
穀
を
産

み
出
す

「農
」
が
経
済
的
な
意
味
で
根
本
的
な
本
業
で
あ
り

「
工
商
」
は
末

業
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
よ
り
徹
底
さ
せ
て
、
「士
農
工
商
」
を
身

分
的
な
序
列
と
し
て
強
制
す
る
極
端
な
主
張
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
来
、
「農
」
＝

「百
姓
」
が
、
「
工
商
」
＝

「町
人
」
よ
り
上
位
に

位
置
す
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
は
、
金
銭
万
能
の

時
代
に
な
り
、
「農
」
は

「土
百
姓
」
と
蔑
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
憂

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
職
分
的

「士
農
工
商
」
論
に
お
け
る
よ
う

な
、
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
職
業
を
遂
行
す
る
と
い
う
点
で

「農

人
」
の
誇
り
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
他

の
身
分
、
と
く

に

「商
」
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「農
」
の
復
権
を
は
か
る
と
い

う
論
理
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
強
い
商
業
敵
視
論
の
な
か

で
、
農
と
商
が
峻
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
如
見
に
見
ら
れ
た
よ
う

な
、
「近
代
は
百
姓
・職
人
い
づ
れ
も
商
売
を
な
せ
り
」
と
い
う
よ
う

な
視
点
は
消
滅
し
た
。
百
姓
＝
農
民
と
い
う
固
定
的
な

「常
識
」
が

形
成
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
至

っ
て
、
「士
農
工
商
」
が
江
戸
時
代

の
身
分
制
で
あ

り
、
百
姓
＝
農
民
と
い
う
、
今
日
ま
で
続
く
理
解
が
は
っ
き
り
と
現

れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

五

「士
農
工
商
」
論
ノ
ー
ト
と
し
て
、
本
小
論
が
立
て
た
見
通
し
を

要
約
す
れ
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
①
近
世
初
期
に
お
い
て
は
、

『本
佐
録
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
「武
士
。
百
姓

（・町
人
ご

熟酬
が

統
治
者
の
立
場
か
ら
の
身
分
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
②
元
禄

ｏ
享

保
期
、
農
工
商
の
小
営
業
者
と
し
て
の
誇
り
を
主
張
す
る
職
分
的

「士
農
工
商
」
論
が
現
れ
る
。
③
ほ
と
ん
ど
同
じ
頃
か
ら
、
社
会
矛

盾
の
顕
在
化
に
と
も
な
い

「士
農
工
商
」
論
が
社
会
認
識
の
手
段
と

し
て
用
い
ら
れ
る
。
④
近
世
後
期
、
統
治
者
か
ら
の

「武
士

。
百

姓

・
町
人
」
身
分
論
と

「士
農
工
商
」
職
分
論
の
混
在
か
ら
、
商
業
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敵
視
論
の
影
響
の
も
と
で
、
「士
農
工
商
」
論
が
身
分
論
と
し
て
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
解
で
あ
る
。

さ
て
、
明
治
政
府
の
江
戸
時
代
身
分
制
の
認
識
は
、
「勧
農
或

問
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
身
分
制
と
し
て
の

「士
農
工
商
」
で

あ
っ
た
。
「
四
民
平
等
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
そ
れ
を
端
的
に
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
に
述

べ
て
き
た
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

「士
農
工
商
」
が
江
戸
時
代
の
基
本
的
な
身
分
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
は
、
近
世
後
期
に
現
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
当
然
、
「
四
民
平
等
」
も
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
し
調
べ
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
文
字
通

り
の

「
四
民
平
等
」
、
つ
ま
り

「士
農
工
商
」
の
身
分
を
廃
止
す
る

と
い
う
よ
う
な
法
令
は
な
い
。
江
戸
時
代
の
身
分
制
は
、
「武
士
。百

姓

・
町
人
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
法
令
は
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
。

「
四
民
平
等
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
、
武
士
の
廃
止
を
意
味
す

る
と
こ
ろ
の

「徴
兵
告
諭
」
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

我
朝
上
古
ノ
制
海
内
挙
テ
兵
ナ
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
、
有
事
ノ
日
天
子

之
力
元
帥
ト
ナ
リ
丁
壮
兵
役

二
堪

ユ
ル
者
ヲ
募
り
不
服
ヲ
制
ス
、

役
ヲ
解
キ
家

二
帰
レ
ハ
農
タ
リ
エ
タ
リ
商
頁
タ
リ
、
固
ヨ
リ
後
世

ノ
双
刀
ヲ
帯
ヒ
武
士
卜
称
シ
抗
顔
坐
食
シ
、
甚
シ
キ
ニ
至
テ
ハ
人

ヲ
殺
シ
官
其
罪
ヲ
問

ハ
サ
ル
者
ノ
如
キ

ニ
非
ス
…
…

（中
略
）

…
…
保
元
平
治
以
後
朝
綱
碩
弛
兵
権
終

二
武
門
ノ
手
二
墜
チ
、
国

ハ
封
建
ノ
勢
ヲ
為
シ
人

ハ
兵
農
ノ
別
ヲ
為
ス
、
後
世
二
至
り
名
分

全
ク
沢
没
シ
其
弊
勝
テ
言
フ
可
ラ
ス
、
然
ル
ニ
大
政
維
新
列
藩
版

図
ヲ
奉
還
シ
辛
未
ノ
歳

二
及
ヒ
遠
ク
郡
県
ノ
古

二
復
ス
、
坐
食
ノ

士

ハ
其
禄
ヲ
減
シ
刀
剣
ヲ
脱
ス
ル
ヲ
許
シ
四
民
漸
ク
自
由
ノ
権
ヲ

得
セ
シ
メ
ン
ト
ス
、
是
上
下
ヲ
平
均
シ
人
権
ヲ
斉

一
二
ス
ル
道

ニ

シ
テ
則
チ
兵
農
ヲ
合

一
二
ス
ル
基
ナ
リ
、
是
二
於
テ
士

ハ
従
前
ノ

士
二
非
ス
民
ハ
従
前
ノ
民
ニ
ア
ラ
ス
、
均
シ
ク
皇
国

一
般
ノ
民
ニ

シ
テ
国
二
報
ス
ル
道
モ
固
ヨ
リ
其
別
ナ
カ
ル
ヘ
シ
…
…

（後
略
）

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
古

代
、
天
皇
の
親
政
の
も
と
で
、
四
民
す
べ
て
が
兵
役
に
服
す

「
百

姓
」
の
時
代
が
あ

っ
た
が
、
中
世
、
武
士
の
登
場
に
よ
り
、
兵
権
は

武
家
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
近
世

（「後
世
し

に
お
い
て

は
武
士
は
堕
落
し
て

「抗
顔
坐
食
」
し
、
弊
害
の
著
し
い
時
代
で

あ

っ
た
。
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
廃
藩
置
県
が
行
わ
れ
、
武
士
の
兵

権
独
占
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
四
民
平
等
と
な
っ
た
以
上
、
国

家

へ
の
兵
役
義
務
も
平
等
に
果
た
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
徳
川
体
制
を
否
定
し
、
新
国
家
体
制
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
明
治

政
府
は
、
当
然
な
が
ら
、
江
戸
時
代
を
実
際
以
上
に
否
定
的
に
描
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き
、
自
ら
の
体
制
の
正
統
性
を
強
調
し
た
。
い
わ
ゆ
る

「作
ら
れ
た

伝
統

ヨ
お
●
一ａ

Ｆ
”
Ｑ
〓
ｏ
ご

で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
あ
る
種

の
逆
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『本
佐
録
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

「武
士

・
百
姓

（
・
町
人
ご

論
に

お
い
て
は
、
百
姓

ｏ
町
人
は
あ
く
ま
で
被
治
者
の
身
分
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
統
治
者
が
被
治
者
の
再
生
産
を
保
障
す
る
、
と
い
う
責
任

論
理
も
含
ま
れ
て
い
た
。
職
分
的

「士
農
工
商
」
論
は
、
ま
ず
、
身

分
的
上
下
関
係
か
ら
離
れ
て
、
農
工
商
の
自
立
的
な
職
業
と
し
て
の

存
在
意
義
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
矛
盾
の
顕
在
化
と
と

も
に
、
統
治
者
の
立
場
か
ら

「武
士
。百
姓
・町
人
」
身
分
論
と

「士

農
工
商
」
職
分
論
が
折
衷
さ
れ
、
身
分
制
論
と
し
て
の

「士
農
工

商
」
論
が
出
来
上
が
る
一
こ
の
よ
う
な
経
過
の
中
で
、
武
士
の
統
治

者
と
し
て
の
責
任
論
理
は
希
薄
化
し
、
百
姓
の
側
か
ら
、
年
貢
と
引

き
替
え
に
再
生
産
の
保
障
を
要
求
す
る
と
い
う
論
理
も
、
後
退
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。　
一
種
の
、
平
等
化
の
進
展
で
あ

る
。
明
治
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
延
長
上
で
、
武

士
の
無
能
を
強
調
し
、
四
民
平
等
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
打
ち
出
し
た
。

そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
幕
末
の
世
直
し

一
揆
の
中
で
展
望
さ
れ
た
世
界

像
と
い
く
分
か
重
な
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
も
と

で
、
か
え
っ
て

「
四
民
平
等
」
に
国
家

へ
の
奉
仕
が

一
方
的
に
要
求

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
に
対
し
て
、
納
税
者
と
し
て
の
権
利
を

主
張
す
る
と

い
う
よ
う
な
近
代
国
家
と
し
て
構
造
は
実
現
し
に
く

か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
四
民
の
職
分
と
し
て

の
平
等
性
を
主
張
す
る
議
論
が
、
身
分
論
と
し
て
の

「士
農
工
商
」

論
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
統
治
者
と
被
治
者
の
関
係
が
や
や
不

明
確
に
な
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た

「
四
民
平
等
」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
は
、
容
易
に

「
四
民
平
等
」
に
国
家
に
奉
仕
す
る
と
い
う
論
理

に
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。

（１
）

辻
達
也

「江
戸
時
代
を
考
え
る
』
（中
公
新
書
、

一
九
八
八

年
）
八
六
頁
。

（２
）

網
野
善
彦

『続
。
日
本
の
歴
史
を
読
み
な
お
す
』
（筑
摩
書
房
、

一
九
九
五
年
）。

（３
）

深
谷
克
己

『百
姓
成
立
』
（塙
書
房
、　
一
九
九
二
年
）
六
八

～
八
二
頁
。

（４
）

峰
岸
賢
太
郎

『近
世
身
分
論
』
（青
木
書
店
、　
一
九
八
九
年
）

七
二
～
八
八
、
二
一
九
～
二
三
〇
頁
。

（５
）

高
木
昭
作

「幕
藩
初
期
の
身
分
と
国
役
」
翁
歴
史
学
研
究
』

一

九
七
六
年
別
冊
。
後
に
、
同

『近
世
国
家
史
の
研
究
』
岩
波
書

店
、　
一
九
九
二
年
、
所
収
）
。
朝
尾
直
弘

「近
世
身
分
制
と
賤
民
」

翁
部
落
問
題
研
究
』
六
八
、　
一
九
八

一
年
。
後
に
、
同

『都
市

と
近
世
社
会
を
考
え
る
』
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
五
年
、
所
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収
）
。

（６
）

大
島
真
理
夫

「江
戸
時
代
に

『農
」
と
い
う
身
分
は
あ

っ
た
の

か
」
（日
本
農
書
全
集

。
第
四
三
巻

・
月
報
、　
一
九
九
七
年
二
月
）

を
参
照
。

（７
）

日
本
経
済
大
典

。
第
二
巻
所
収
。

（８
）

同
前
、
二

一
頁
。

（９
）

『徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
、
二
七
八
九
号
。

（１０
）

領
主
か
ら
の
恩
恵
、
百
姓
の
歎
願
と
い
う
論
理
の
基
盤

で
あ

２つ
。　
日『
♂く
』●
　
∽
ｏ
す
ｏ
】●
ｏ
「
・　
ごヽ
ω
Ｏ
●
０
く
ｏ
】ｏ
●
一　
ｒ
Ｏ
【
α
∽　
”
●
０
　
国
ｏ
●
ｏ
，

『”
σ
】ｏ
「
ｏ
“
∽
”
●
”∽
　̈
男
一ｏ
σ
ｏ
〓
Ｏ̈
●
　
”
●
０
　
「
ｏ
”
∽”
●
”
（Ｏ
Ｏ
●
∽
０
【ｏ
●
∽‐

●
ｏ
∽∽
【●
　
↓
Ｏ
″
“
”
”
く́
”
　
〕
”
０
”
０
こ

）

●̈
　
↓
ｏ
け∽●
ｏ
　
Ｚ
”
一】一”
　
“
●
０

Ｈ【ヨ
】●
∽
ｏ

，
２
●
ｏ
【
ｏ
α
・・
い
ヽ
ヽ
さ
∽ヽヽ
　
ｎ
ヾ
ο
ミ
い
や
　ヽ
ドヽ
　
ドヽ
　ヽ
い
いヽ
ミ
，

い
、
い、、
　
、
ぼ
ミ
０
ヽ
　
】
Ｑ
Ｏ
も
‐
』
∞
Ｑ
∞
・　
０
コ
【０
”
∞
ｏ
一　
口り，
①
　
ｄ
「●
”く
ｏ
『∽】一く

ｏ
い
（０

，
』ｏ
”
喩
Ｏ
「
いｏ
∽∽
）
Ｈｏ
『
∞

（ｎ
）

深
谷
、
前
掲
書

（注
３
）
、　
一
八
～

一
九
頁
。

（‐２
）

宮
崎
安
貞

『農
業
全
書
』
（日
本
農
書
全
集
。第

一
二
巻
）
四
六

～
四
七
頁
。

（‐３
）

「百
姓
伝
記
』
（同
前

。
第

一
六
巻
）
四
四
～
五
五
頁
。

（‐４
）

同
前

。
第

一
七
巻
、
三
五
〇
頁
。

（‐５
）

西
川
如
見

『町
人
嚢
』
（日
本
思
想
大
系

５９

『近
世
町
人
思

想
』
岩
波
書
店
、　
一
九
七
五
年
）
八
七
頁
、
頭
注
。

（‐６
）

同
前
、
八
七
～
八
八
頁
。

（‐７
）

西
川
如
見

『百
姓
嚢
』
（日
本
経
済
大
典

。
第
四
巻
）
四
九
四

頁
。

（・８
）

同
前
、
五
壬

一頁
。

（‐９
）

同
前
、
四
九
五
頁
。

（２０
）

西
川
、
前
掲
書

（注
１５
）、
解
説

（中
村
幸
彦
）、
四

一
二
～
四

一
六
頁
。

（２‐
）

西
川
、
前
掲
書

（注
１７
）、
四
九
五
～
四
九
六
頁
。

（２２
）

西
川
、
前
掲
書

（注
１５
）、
八
八
～
八
九
頁
。

（２３
）

大
石
久
敬

「地
方
凡
例
録
』
上
巻

（大
石
慎
二
郎
校
訂
、
近
藤

出
版
社
、　
一
九
六
八
年
）、
五
～
六
頁
。

（２４
）

太
宰
春
台

『経
済
録
』
巻
五

（日
本
経
済
大
典

。
第
九
巻
）
五

〇
二
頁
。

（２５
）

藤
田
幽
谷

『勧
農
或
間
』
（日
本
経
済
大
典
。第
二
二
巻
）
二
七

五
頁
。

（２６
）

注
２２
参
照
。

（２７
）

植
松
忠
博

「士
農
工
商
論
に
お
け
る
中

ｏ
日
比
較
」
翁
国
民
経

済
雑
誌
』

一
七
三
巻
四
号
、　
一
九
九
六
年
四
月
）
は

「士
農
工

商
」
論
に
関
す
る
貴
重
な
研
究
で
あ
る
が
、
荻
生
徊
篠
、
太
宰
春

台
の
段
階
で
身
分
序
列
と
し
て
の
士
農
工
商
論
が
典
型
的
に
現
れ

た
と
す
る
点
で
、
本
稿
と
理
解
を
異
に
す
る
。

（２８
）

『法
令
全
書
』
明
治
五
年
。

〔付
記
〕

本
稿
に
お
け
る
議
論
は
、
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
経
済
学
研

究
科
研
修
生

（カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
イ
校
歴
史
学
科
大

学
院
生
）
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
氏
と
の
対
話
か
ら
大
き
な
刺

激
を
受
け
た
こ
と
を
付
記
し
、
謝
意
を
表
す
る
。

（お
お
し
ま
　
ま
り
お
。
大
阪
市
立
大
学
教
授
）
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